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１　相続法（民法〈相続関係〉）の改正

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律、法務局における遺言書の保管等に関する

法律（平成30年７月６日成立、７月13日公布）の主な内容

項　目 改正前（課題） 改正後 施行時期

１
．
配
偶
者
の
居
住
権
を
保
護
す
る
た
め
の
方
策

① 配偶者短期居住権
の創設
　 （改正民法1037～
1041）

配偶者が、相続開始時に被
相続人の建物に居住してい
た場合には、原則として、
被相続人と相続人との間で
使用貸借契約が成立してい
たと推認されるが、第三者
に居住建物が遺贈されてし
まった場合や被相続人が反
対の意思を表示した場合は、
使用貸借が推認されず、居
住が保護されない。

配偶者が相続開始の時
に遺産に属する建物に
居住していた場合に
は、遺産分割が終了す
るまでの間、無償でそ
の居住建物を使用でき
るようにする。

公布日から起算して２
年を超えない範囲内の
政令で定める日

② 配偶者居住権の新
設
　 （改正民法1028～
1036）

遺産分割の過程で被相続人
の自宅が換金され、配偶者
が引き続き自宅に居住でき
ないことがある。
配偶者が自宅を取得すると、
その分ほかに取得できる財
産が減る。

配偶者が自宅に居住し
続けることができる法
定権利の「配偶者居住
権」を創設する。
配偶者が遺産分割等で
配偶者居住権を取得
し、子が負担付で自宅
の所有権を取得すれ
ば、配偶者は自宅で居
住しつつ、自宅そのも
のを取得するよりも、
他の財産をより多く取
得できる。

２
．
遺
産
分
割
等
に
関
す
る
見
直
し

① 配偶者保護のため
の方策（持戻し免
除の意思表示推定
規定）
　 （改正民法903）

配偶者等に贈与等をしても、
原則として遺産の先渡しを
受けたものとされ、配偶者
が最終的に相続する財産の
価額は、結果的に贈与等が
なかったものと同じになる。

婚姻期間が20年以上の
夫婦が一方に居住用不
動産を遺贈又は贈与し
た場合、原則として、
遺産の先渡し（特別受
益）を受けたものとし
なくてよい。配偶者は、
より多くの財産が取得
できる。

公布日から起算して１
年を超えない範囲内の
政令で定める日

② 預貯金債権の仮払
い制度の創設・要
件の明確化
　（改正民法909の２）

相続された預貯金債権は遺
産分割の対象に含まれ、共
同相続人による単独での払
戻しができない。遺産分割
が終わるまでは、被相続人
の預貯金の払戻しができな
い。

仮払いの必要性がある
と認められる場合は、
家庭裁判所の判断で仮
払いが認められるよう
にする。預貯金債権の
一定金額について、単
独での払戻しを認める。

公布日から起算して１
年を超えない範囲内の
政令で定める日（施行
日前に開始した相続に
ついて、施行日以後に
預貯金債権が行使され
る場合にも新制度を適
用）



― 4 ―

③ 遺産の分割前に遺
産に属する財産を
処分した場合の遺
産の範囲
　（改正民法906の２）

特別受益のある相続人が遺
産分割の前に遺産を処分し
た場合に、民事訴訟でも十
分に救済されない不公平な
結果が生じる。

相続開始後に共同相続
人の一人が遺産に属す
る財産を処分した場合
に、計算上生ずる不公
平を是正する方策を設
ける。

公布日から起算して１
年を超えない範囲内の
政令で定める日

３
．
遺
言
制
度
に
関
す
る
見
直
し

① 自筆証書遺言の要
件緩和
　（改正民法968）

自筆証書遺言は全文を自書
（手書き）する必要があり、
財産目録も全文を自書しな
くてはいけない。

財産目録をパソコンで
作成できる。財産目録
には署名・押印が必要。

公布日から起算して６
か月を経過した日（平
成31年１月13日）
※ 施行日前にされた自
筆証書遺言には現行
制度を適用。② 遺言執行者の権限

の明確化（改正民
法 1007、1012 ～
1016）

遺言執行者の責務やいかな
る権限が付与されているか
が明確でないため、遺言の
適切な執行が困難な場合が
ある。

遺言執行者の権限およ
び責務、法的地位を明
らかにし、相続人に対
し通知すべき内容を明
文化

③ 自筆証書遺言の保
管制度を新設
　（遺言書保管法）

自筆証書遺言は簡単に作成
できる反面、紛失や相続人
による隠匿・変造の恐れが
ある。また、相続人がその
存在を把握できない場合が
ある。

遺言者の住所・本籍地
または不動産の所在地
の遺言書保管所（法務
局）の遺言書保管官に
対し遺言書の保管を申
請することができる。

公布日から起算して２
年を超えない範囲内の
政令で定める日

４
．
遺
留
分
制
度
に
関
す
る
見
直
し

遺留分に関する改正
（改正民法1042～
1044、1046）

遺留分減殺請求の結果、遺
贈や贈与の目的財産が遺留
分権利者との共有になるこ
とが多く、解消のために新
たな紛争を生じる。

遺留分の減殺請求に代
わり、遺留分侵害額に
相当する金銭の支払を
請求できるようにする。
相続人に関する贈与
は、相続開始前の10年
間にしたものに限りそ
の価額を算入する。

公布日から起算して１
年を超えない範囲内の
政令で定める日

５
．
相
続
の
効
力
等
に
関
す
る
見
直
し

共同相続における権
利の承継の対抗要件
（改正民法899の２）
相続分の指定がある
場合の債権者の権利
の行使（改正民法
902の２） など

相続させる旨の遺言等によ
り承継された財産について
は、登記等の対抗要件なく
して第三者に対抗すること
ができるとされ、遺言の内
容を知り得ない相続債権者
等の利益を害する

法定相続分を超える権
利の承継については、
対抗要件を備えなけれ
ば第三者に対抗するこ
とができないようにす
る

公布日から起算して１
年を超えない範囲内の
政令で定める日

６
．
相
続
人
以
外
の
者
の
貢
献
を
考
慮
す
る
た
め
の
方
策

⑦特別の寄与
　（改正民法1050）
　 （改正家事事件手
続法216の２～216
条の５）

相続人以外の者（例えば長
男の妻など）は、被相続人
の介護に尽力しても、相続
財産を取得できない。

相続人以外の被相続人
の親族が、被相続人の
療養看護等を行った場
合には、一定の要件の
もとで、相続人に対し
て金銭請求をすること
ができる制度（特別の
寄与）を創設。制度創
設に伴い、家庭裁判所
における手続規定（管
轄等）を設ける。

公布日から起算して１
年を超えない範囲内の
政令で定める日



「生命保険は相続に強い！」「相続対策に生命保険は欠かせない」と言われるが、なぜ、

生命保険の利用が相続（税）対策上、有利なのだろうか？

それは、生命保険の持つ次のような特性が相続（税）対策に有効に働くからだ。

いつ、相続が生じても、必要とする相続対策（相続税納付・円満な財産分け）資金が即

座に現金で支払われる。

受取人と受取金額を指定することで、相続のバランスをとることができ、財産の細分化

が防止できる。また、法定相続人以外の人にも、確実に財産の配分ができる。

「預金は三角、保険は四角」と言われるように、預金で準備しようとすれば、何年もか

けなれば必要な保障には達しないが、生命保険であれば、加入した時から、満額の保障が

得られる。いつ起きるか分からない相続に、確実に備えられ、加入したその日から安心が

手に入る。

保険金の非課税限度「500万円×法定相続人の数」がある。預金や有価証券などには、

この特典はない。

受取人が指定されている生命保険金は、受取人固有の財産となり、相続を放棄しても受

け取ることができる。

２　相続と生命保険

― 17 ―

� なぜ「生命保険は相続に強い」のか？

特性① 相続発生時に、現金が手にできる

特性② 分割が自由にできる

特性③ 不確実なことに確実に備えることができる

特性④ 税法上の優遇措置がある

特性⑤ 生命保険金は「受取人固有の財産」である

016-017_2章  18.10.18 11:41 AM  ページ 17



1,225億円を相続しても税金はゼロ（松下幸之助氏の相続）

1989年４月に94歳で亡くなった松下電器産業の創業者・松下幸之助氏の遺産総額は、な

んと2,449億円にのぼった。これはそれまでの過去最高だった上原正吉・大正製薬名誉会

長の669億円をはるかに上回る史上最高となり、今後も破られることのないであろうケタ

はずれの大相続となった。

遺産の97.5％にあたる約2,388億円が松下グループなど関連企業の株式で、残りは兵庫県

西宮市の自宅の不動産、預金のほか、茶道の道具や絵画などの美術品で、中には国宝級の

ものもあった。

相続したのは、妻のむめのさんのほか長女など６人。むめのさんが遺産の半分にあたる

約1,225億円を相続したが、配偶者控除の適用を受けて税額はゼロとなり、残り６人に相

続税855億円が課税された。納税のために、松下グループの株式を計約933億円で売却した。

幸之助氏は、生前に節税対策もせず、遺書もなかったということだ。

�二次相続対策は生前贈与を活用（Ｐ.189参照）

さて、松下家にも二次相続が起こる。93年９月にむめのさんが97歳で亡くなった。翌94

年６月に公示された時の課税遺産額は約56億円、相続税額は約39億円にものぼったが、わ

ずか４年の間に幸之助氏から相続した財産が20分の１になっていた。これはなぜだろうか。

実は、むめのさんは89年中に約840億円、90年中に245億円を孫ら４人に生前贈与し、さ

らに25億円を寄付していたのだ。これだけ大型の相続が発生すれば、税率は最高の70％（当

時）になることは間違いない。仮に、1,225億円の財産が子供に相続され、さらに孫へと２

回相続されると、財産の91％が相続税の支払いに消えてしまうことになる。それならば、

一代飛ばして直接孫に贈与すれば、最高税率は同じ70％であり、１回だけの課税ですむ。

このケースは超大型の相続であり、通常の相続対策を考える参考にはならないように思

えるが、相続税の配偶者控除の税額軽減の大きさと、必ずやってくる二次相続に対する備

えの必要性および生前贈与の効果を知ることができる。
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